
 

 

 

通勤手当を一括支給（6 ヶ月分や 3 ヶ月分など）している場合は、支払われた月から各月に割り振って
計上して下さい。 

★支給日・金額が賃金台帳で確認できない場合は、領収書や出金伝票などの確認資料を別途添

付して下さい。 

★通勤経路の変更等に伴い、通勤手当の精算があった場合、精算内容の確認できる資料も添付下さい。 

（精算内容を記入していただく参考用紙もありますので、お問い合わせください。） 
  

＜例＞3月に６ヶ月分 69,550円と３ヶ月分 26,930円を支給した場合 

4～9月の６ヶ月分、4～6月の３ヶ月分として支給していたとしても、支給した 3月から割り振ります。 

割り切れない場合、小数点以下は切り捨てて、余りは最後の月に足します。 

（離職証明書や高年齢や育児の賃金証明書とは取り扱いが異なります。離職証明書等は 4～9 月、4～6

月に計上します。） 

また、60歳に達した日等(要件該当日)の属する月より前に支払われた通勤手当等は加算しません。 
《６ヶ月分の場合》   69,550÷6＝11591.66…  →    11,591×5  （3～7月に計上） 

11,595×1  （8月に計上） 

《３ヶ月分の場合》   26,930÷3＝8,976.66…   →    8,976×2  （3～4月に計上） 

                                                    8,978×1   （5月に計上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤経路の変更等に伴い、通勤手当の返還（回収）があった場合 

返還（回収）額を残りの月数で割った金額を、返還（回収）日の属する月から割り振ります。 

（例） １０月に通勤手当３カ月分 30,000円を支給。１１月に引っ越しをしたため、19,500円を回収し、新

たに３カ月分の通勤手当１5,000円を支給。 

 

 １０月支給分 

30,000円 

１１月回収分 

－19,500円 

１１月支給分 

15,000円 

支給申請の際

加算する額 

１０月 10,000   10,000 

１１月 10,000 －9,750 5,000 5,250 

１２月 10,000 －9,750 5,000 5,250 

１月   5,000 5,000 

 

 

高年齢雇用継続給付金の申請時の通勤手当の加算について 

 


